
１０／１２ （火）の行事

報道発表資料の配付日時 ９月２８日（火）１４時００分

発 表 項 目

令和３年度 上川地域働き方改革推進セミナーの開催について
（ 行 事 名 ）

記者レクチャー (実施日時) 発 表 者

の お 知 ら せ 発表場所

上川総合振興局では、旭川市と共催で、誰もが安心して働くことができる
概 要 社会の実現に向けて、働き方改革などを通じて働く方々の就業環境の改善を

促進するため「働き方改革」を解りやすく解説するセミナーを開催すること
といたしました。
本セミナーでは、人材確保や人材定着の難しさが取り上げられる昨今、賃

金上昇以外の方法として注目を集める「働き方改革」について、各地域で活
躍する社会保険労務士を講師とし、働き方改革の概要とともに、男女を問わ
ず働きやすい職場づくりのための支援政策や助成金などについてご紹介いた
します。

１ 日 時
令和３年（２０２１年）１０月１２日（火）13：30～15：30

２ 会 場
イオンモール旭川駅前店 ４階イオンホール（旭川市宮下通7丁目2-5）
※来場者向け無料駐車場はありません。近隣の有料駐車場をご利用ください。

３ テーマ
「働き方改革の概要と、同一労働・同一賃金について」
講師 北海道働き方改革推進支援センター専門コンサルタント

社会保険労務士・キャリアコンサルタント 小嶋 亜希子 氏
４ 受講料

無料
５ 申込締切

令和３年（２０２１年）１０月８日（金）
６ 申込先及び問い合わせ先

北海道上川総合振興局産業振興部商工労働観光課（担当：山口）
電話：０１６６－４６－５９３８ ＦＡＸ：０１６６－４６－５２０８
E-mail：kamikawa.shoko10@pref.hokkaido.lg.jp
※参加申込書は、別添、リーフレットの裏面にあります。

７ ホームページ
https://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/roudou.html

参 考 詳細は、別添リーフレットのとおり。

報 道 ( 取 材 ) 本セミナーの実施について、事業所の「働き方改革」を考えている方に広
に 当 た っ て く周知されるよう、積極的な報道をお願いします。
の お 願 い

他 の ク ラ ブ 同 時 配 付 (場所)
と の 関 係 同 時 レ ク

担 当 上川総合振興局産業振興部商工労働観光課（担当：水口）

（ 連 絡 先 ） ＴＥＬ ダイヤルイン ０１６６－４６－５１３１ 内線：２４００



【お問い合わせ・お申込先】
北海道上川総合振興局産業振興部商工労働観光課
旭川市永山６条１９丁目１番１号

TEL ０１６６－４６－５９３８
（８：４５～１７：３０ 土・日・祝日を除く）

FAX ０１６６－４６－５２０８

主催：北海道上川総合振興局
旭川市

令和３年度

上川地域働き方改革推進セミナー
～人材確保と人材定着のための働き方改革～

参加
無料

日 時 令和３年１０月１２日(火)13:30～15:30(開場13:00)

会 場 イオンモール旭川駅前店 ４階 イオンホール
（旭川市宮下通７丁目２－５）
※来場者向け無料駐車場はありません。近くの有料駐車場をご利用ください。

定 員 ３０名(先着順）

対 象 会社経営者、総務・人事担当者 等

講演 13:40～14:40
「働き方改革の概要と、

同一労働・同一賃金について」
講師：北海道働き方改革推進支援センター

専門コンサルタント
社会保労務士・キャリアコンサルタント

小嶋 亜希子 氏

旭川市より情報提供 14:50～15:10
・「企業と求職者をマッチング！」

トライアルワーク事業について
・ 若年者等正規雇用奨励金について

※新型コロナウイルス感染症予防のため、ご来場者の皆様にはマスクの着用をお願いします。
高熱や風邪のような症状のある方には、ご来場をお断りさせていただくことがあります。

中小企業・小規模事業者のみなさまへ

働き方改革全体の概要と、人材確保と人材定着のために特に重要な、同一労働・同一賃金（正規雇用
労働者と有期雇用労働者・パートタイム労働者の間における、不合理な待遇差の禁止）について解説し
ます。
また、男性の育休取得や女性が働きやすい職場づくりや女性の活躍推進など、多様な働き方を進める
支援政策や両立支援助成金等についてご紹介いたします。
※ 講演後、講師が「労務管理」「賃金制度」など個別相談を承ります。



事業所名 業種

所在地

ＴＥＬ ＦＡＸ

役職 氏名

申込先 北海道上川総合振興局商工労働観光課
担当 山口 行き

ＦＡＸ送信先 ０１６６－４６－５２０８
Ｅ-mail kamikawa.shoko10@pref.hokkaido.lg.jp

【お問い合わせ先】
北海道上川総合振興局 商工労働観光課 商工労働係 （旭川市永山６条１９丁目）
ＴＥＬ ０１６６－４６－５９３８ 担当：山口

※ ご記入いただいた個人情報は、本セミナーの開催・運営にのみ使用いたします。

参 加 申 込 書

ＦＡＸ送信

【申込締切】
令和３年１０月８日（金）

※ 定員に達した場合は事前に申込みを締め切る場合がございます。

個別相談の申込

□ 申し込む □ 申し込まない

ご相談内容

□ 同一労働・同一賃金（不合理な待遇差の禁止）について □ 助成金について
□ 働き方改革関連法全般について □ 年次有給休暇の取得について
□ 時間外労働の上限規制について □ 人材確保に資する技術的な相談
□ 賃金規定の整備・賃金引き上げに向けた環境整備 □ テレワーク導入の際の留意点について
□ その他（ ）

※ 個別相談の申し込みが多数の場合は、事前に申込みを締め切る場合がございます。


